
別紙第２ 

 

意見公募時の案との差異 

定めた命令等 意見公募手続を実施した命令等の案 

第３章 運航基準 

  第１節 装備移転航空機の運

航基準 

第１ 装備移転航空機管理番号の表示 

  製造者は、装備移転航空機（航空法

第２条第１項に規定する航空機に限

る。以下この節において同じ。）を出

発させる場合には、当該装備移転航空

機に付与された装備移転航空機管理番

号（自衛隊法施行規則（昭和２９年総

理府令第４０号）第８７条の１２第１

項に規定する装備移転航空機管理番号

をいう。第２節第１において同じ。）

を表示しなければならない。 

第２ 乗組員 

 製造者は、装備移転航空機を出発さ

せる場合には、当該装備移転航空機の

型式、運航の目的等に応じて、必要な

技能を有する航空従事者（第４章の技

能基準に適合する者に限る。以下この

章において同じ。）を必要な人数乗り

組ませなければならない。 

第３ 飛行計画 

  機長は、自衛隊の飛行場から飛行す

る場合において航空法第９７条第１項

又は第２項の規定により国土交通大臣

に飛行計画を通報するときは、これを

当該飛行場の管理者（飛行場及び航空

保安施設の設置及び管理の基準に関す

る訓令（昭和３３年防衛庁訓令第１０

５号）第１７条第１項に規定する管理

者をいう。この節の第７及び第２節第

３において同じ。）にも通報しなけれ

ばならない。 

第３章 運航基準 

  第１節 装備移転航空機の運

航基準 

第１ 装備移転航空機管理番号の表示 

  製造者は、装備移転航空機（航空法

第２条第１項に規定する航空機に限

る。以下この節において同じ。）を出

発させる場合には、当該装備移転航空

機に付与された装備移転航空機管理番

号（自衛隊法施行規則（昭和２９年総

理府令第４０号）第８７条の１２に規

定する装備移転航空機管理番号をい

う。第２節第１において同じ。）を表

示しなければならない。 

第２ 乗組員 

製造者は、装備移転航空機を出発さ

せる場合には、当該装備移転航空機の

型式、運航の目的等に応じて、必要な

技能を有する航空従事者（第４章第１

項の技能基準に適合する者に限る。以

下この章において同じ。）を必要な人

数乗り組ませなければならない。 

第３ 飛行計画 

  機長は、自衛隊の飛行場から飛行す

る場合において航空法第９７条第１項

又は第２項の規定により国土交通大臣

に飛行計画を通報するときは、これを

当該飛行場の管理者にも通報しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 



（略） 

第６ 燃料 

機長は、装備移転航空機に、少なくと

も次に掲げる量の燃料を携行しなけれ

ば、飛行してはならない。 

  ⑴ 有視界飛行方式により飛行しよ

うとする場合には、着陸予定地までの

飛行を終わるまでに要する燃料の量及

び当該量に１００分の１０を乗じて得

た燃料の量（その量が巡航速度で２０

分間飛行することができる燃料の量に

満たない場合又は巡航速度で２時間飛

行できる燃料の量を超える場合はそれ

ぞれ当該量）を合算した量 

  ⑵ 計器飛行方式により飛行しよう

とする場合には、次のア及びイに掲げ

る燃料の量を合算した量 

    ア 着陸予定地までの飛行を終わ

るまでに要する燃料の量と当該着陸予

定地から代替飛行場に飛行するに要す

る燃料の量を合算した燃料の量 

    イ アの燃料の量に１００分の１

０を乗じて得た燃料の量（その量が巡

航速度で２０分間（ターボジェット発

動機及びターボファン発動機を主な動

力とする固定翼航空機ではない装備移

転航空機についてその着陸予定地又は

その代替飛行場が公共の用に供する飛

行場であるときは４５分間）飛行する

ことができる燃料の量に満たない場合

又は巡航速度で２時間飛行できる燃料

の量を超える場合はそれぞれ当該量） 

 ⑶（略） 

第７ 飛行場管理者の指示 

  機長は、自衛隊の飛行場を使用する

場合においては、当該飛行場を管理す

るために管理者が発する指示及び当該

飛行場について定められた運航上の基

（略） 

第６ 

機長は、装備移転航空機に、少なくと

も次に掲げる量の燃料を携行しなけれ

ば、飛行してはならない。 

  ⑴ 有視界飛行方式により飛行しよ

うとする場合には、着陸予定地までの

飛行を終わるまでに要する燃料の量及

び当該量に１００分の１０を乗じて得

た燃料の量（その量が巡航速度で２０

分間飛行することができる燃料の量に

満たない場合又は巡航速度で２時間飛

行できる燃料の量を超える場合はそれ

ぞれ当該量）を合算した量 

  ⑵ 計器飛行方式により飛行しよう

とする場合には、次のイ及びロに掲げ

る燃料の量を合算した量 

    イ 着陸予定地までの飛行を終わ

るまでに要する燃料の量と当該着陸予

定地から代替飛行場に飛行するに要す

る燃料の量を合算した燃料の量 

    ロ イの燃料の量に１００分の１

０を乗じて得た燃料の量（その量が巡

航速度で２０分間（ターボジェット発

動機及びターボファン発動機を主な動

力とする固定翼航空機ではない装備移

転航空機についてその着陸予定地又は

その代替飛行場が公共の用に供する飛

行場であるときは４５分間）飛行する

ことができる燃料の量に満たない場合

又は巡航速度で２時間飛行できる燃料

の量を超える場合はそれぞれ当該量） 

  ⑶（略） 

第７ 飛行場管理者の指示 

  機長は、自衛隊の飛行場を使用する

場合においては、当該飛行場の管理者

が飛行場を管理するために発する指示

及び当該飛行場について定められた運



準に従うものとする。 

（略） 

第１０ 滑空機のえい航  

    装備移転航空機が滑空機をえい航

しようとする場合には、次に掲げる

基準に従わなければならない。 

  ⑴ 単座機ではない装備移転航空機

については、専任の又は兼任の連絡

員を乗り組ませること。 

  ⑵ えい航を行う前に、次に掲げる

事項について打合せをすること。 

    ア 合図及びその意味 

    イ 出発及びえい航の方法 

    ウ えい航索の離脱の時期、場所

及び方法 

    エ その他必要な事項 

  ⑶（略） 

（略） 

第１４ 離着陸の場所 

製造者は、装備移転航空機が、陸上

にあっては飛行場以外の場所におい

て、水上にあっては航空法施行規則

（昭和２７年運輸省令第５６号）で定

める場所において、離陸し、又は着陸

しようとする場合には、自衛隊法施行

規則第８７条の５の規定による離着陸

の許可を得なければならない。 

 

（略） 

第１７ 目的地以外の飛行場等に到着

した場合 

機長は、飛行の目的地以外の飛行場又

はその他の場所に到着し、又は不時着

した場合には、直ちに、航空交通管制

機関、製造者、飛行の目的地である飛

行場の管理者等にその旨を通報し、又

は報告しなければならない。 

（略） 

航上の基準に従うものとする。 

（略） 

第１０ 滑空機のえい航  

  装備移転航空機が滑空機をえい航し

ようとする場合には、次に掲げる基準

に従わなければならない。 

  ⑴ 単座機ではない装備移転航空機

については、専任の又は兼任の連絡員

を乗り組ませること。 

  ⑵ えい航を行う前に、次に掲げる

事項について打合せをすること。 

    イ 合図及びその意味 

    ロ 出発及びえい航の方法 

    ハ えい航索の離脱の時期、場所

及び方法 

    ニ その他必要な事項 

  ⑶（略） 

（略） 

第１４ 離着陸の場所 

  製造者は、装備移転航空機が、陸上

にあっては飛行場以外の場所におい

て、水上にあっては航空法施行規則

（昭和２７年運輸省令第５６号）で定

める場所において、離陸し、又は着陸

しようとする場合には、自衛隊法施行

規則（昭和２９年総理府令第４０号）

第８７条の５に規定する離着陸の許可

を得なければならない。 

（略） 

第１７ 目的地以外の飛行場等に到着

した場合 

  機長は、飛行の目的地以外の飛行場

又はその他の場所に到着し、又は不時

着した場合には、直ちに、航空交通管

制機関、製造者、飛行の目的地である

飛行場の管理者等にその旨を通報し、

又は報告しなけばならない。 

（略） 



第２１ 計器気象状態における飛行 

 装備移転航空機は、計器気象状態の

場合又は計器気象状態が予想される場

合においては、第４章第２項の基準に

適合する航空従事者が乗り組まなけれ

ば飛行してはならない。 

 

 

 

 

 

第２２ 計器気象状態における着陸 

  計器気象状態において着陸しようと

する場合においては、第４章第２項の

基準に適合する航空従事者は、その基

準において有効とされた方法により着

陸するものとする。 

第２３ 旋回の禁止 

  装備移転航空機は、離陸して飛行場

の境界を過ぎ、かつ、安全な高度に達

するまでは旋回してはならない。ただ

し、安全上やむを得ない場合及び航空

交通管制機関（航空交通管制機関がな

い場合は、飛行場の管理者）の許可を

得た場合は、この限りでない。 

（略） 

第２節 装備移転無人航空機の運航

基準 

（略） 

第３ 自衛隊の施設管理の基準の遵守 

  製造者は、装備移転無人航空機の飛

行を自衛隊の施設内で行う場合には、

当該施設内の飛行場を管理するために

管理者が発する指示及び当該飛行場に

ついて定められた運航上の基準その他

当該施設を管理するために定められた

基準に従わなければならない。 

第４ 飛行の禁止空域 

第２１ 計器気象状態における飛行 

 装備移転航空機は、計器気象状態の

場合又は計器気象状態が予想される場

合においては、計器飛行証明（航空法

第３４条第１項の計器飛行証明又は航

空従事者技能証明及び計器飛行証明に

関する訓令（昭和３０年防衛庁訓令第

２１号）第７条に規定する計器飛行証

明をいう。第２２において同じ。）を

有する航空従事者が乗り組まなければ

飛行してはならない。 

第２２ 計器気象状態における着陸 

  計器気象状態において着陸しようと

する場合においては、計器飛行証明を

有する航空従事者は、その計器飛行証

明において有効とされた方法により着

陸するものとする。 

第２３ 旋回の禁止 

  装備移転航空機は、離陸して飛行場

の境界を過ぎ、かつ、安全な高度に達

するまでは旋回してはならない。ただ

し、安全上やむを得ない場合及び航空

交通管制機関（航空交通管制機関がな

い場合は、飛行場管理者）の許可を得

た場合は、この限りでない。 

（略） 

第２節 装備移転無人航空機の運航

基準 

（略） 

第３ 自衛隊の施設管理の基準の遵守 

  製造者は、装備移転無人航空機の飛

行を自衛隊の施設内で行う場合には、

飛行場を管理するために発する指示及

び飛行場について定められた運航上の

基準その他当該施設を管理するために

定められた基準に従わなければならな

い。 

第４ 飛行の禁止空域 



（略） 

３ この節の第４第１項の規定にかか

わらず、製造者は、次の各号に掲げ

る空域（自衛隊の施設内等の上空を

含む。）の飛行を行うときは、それ

ぞれ当該各号に定める者と調整し、

航空法施行規則第２３６条の７４に

掲げる事項を国土交通大臣に通報し

なければならない。 

（１）航空法施行規則第２３６条の７

１第１項第１号から第３号までの

空域 当該空域を管轄する航空交

通管制機関及び飛行に係る進入表

面等を管理する飛行場の管理者 

 

（略） 

第６ 第三者が立ち入った場合の措置 

  装備移転無人航空機を飛行させる者

は、この節の第４第１項各号に掲げる

空域における飛行又はこの節の第５第

２項各号に掲げる方法のいずれかによ

らない飛行（いずれも自衛隊の施設内

等以外の上空における飛行に限る。以

下「特定飛行」という。）を行う場合

において当該特定飛行中の装備移転無

人航空機の下に人の立入り又はそのお

それのあることを確認したときは、直

ちに当該装備移転無人航空機の飛行を

停止し、飛行経路の変更、航空機の航

行の安全並びに地上及び水上の人及び

物件の安全を損なうおそれがない場所

への着陸その他の必要な措置を講じな

ければならない。ただし、当該特定飛

行が、地上及び水上の人の安全が損な

われるおそれがないものである場合に

おいては、この限りでない。 

（略） 

第８ 飛行日誌 

（略） 

３ この節の第３第１項の規定にかか

わらず、製造者は、次の各号に掲げ

る空域（自衛隊の施設内等の上空を

含む。）の飛行を行うときは、それ

ぞれ当該各号に定める者と調整し、

航空法施行規則第２３６条の７４に

掲げる事項を国土交通大臣に通報し

なければならない。 

（１）航空法施行規則第２３６条の７

１第１項第１号から第３号までの

空域 当該空域を管轄する航空交

通管制機関及び飛行に係る進入表

面等を管理する飛行場の設置管理

者 

（略） 

第６ 第三者が立ち入った場合の措置 

  装備移転無人航空機を飛行させる者

は、この節の第３第１項各号に掲げる

空域における飛行又はこの節の第４第

２項各号に掲げる方法のいずれかによ

らない飛行（いずれも自衛隊の施設内

等以外の上空における飛行に限る。以

下「特定飛行」という。）を行う場合

において当該特定飛行中の装備移転無

人航空機の下に人の立入り又はそのお

それのあることを確認したときは、直

ちに当該装備移転無人航空機の飛行を

停止し、飛行経路の変更、航空機の航

行の安全並びに地上及び水上の人及び

物件の安全を損なうおそれがない場所

への着陸その他の必要な措置を講じな

ければならない。ただし、当該特定飛

行が、地上及び水上の人の安全が損な

われるおそれがないものである場合に

おいては、この限りでない。 

（略） 

第８ 飛行日誌 



    製造者は、装備移転無人航空機の

特定飛行を行う場合には、次に掲げる

内容を記載した飛行日誌を備えなけれ

ばならない。 

  ⑴ 装備移転無人航空機の型式、製

造者及び製造番号 

  ⑵ 装備移転無人航空機の飛行に関

する次の記録 

    ア 飛行年月日 

    イ 飛行させた者の氏名及び無人

航空機操縦者技能証明書番号（航空法

第１３２条の４１に規定する無人航空

機操縦者技能証明書の交付を受けてい

る場合に限る。） 

    ウ 飛行の目的及び経路 

    エ 離陸及び着陸の場所及び時刻 

    オ 飛行させた飛行禁止空域及び

飛行の方法 

    カ 製造後の総飛行時間 

    キ 飛行の安全に影響のあった事

項の有無及びその内容 

  （略） 

第４章 技能基準 

１ 装備移転航空機（航空法第２条第

１項に規定する航空機に限る。次項に

おいて同じ。）の運航に従事する者

は、当該装備移転航空機について実施

する航空業務に必要とされる航空法第

２２条に規定する航空従事者技能証明

又は航空従事者技能証明及び計器飛行

証明に関する訓令（昭和３０年防衛庁

訓令第２１号）第３条に規定する航空

従事者技能証明を有する者であるこ

と。 

２ 航空法第３４条第１項に規定する

計器飛行等による装備移転航空機の飛

行を行う者は、同項に規定する計器飛

行証明を有する者又は航空従事者技能

 製造者は、装備移転無人航空機の特

定飛行を行う場合には、次に掲げる内

容を記載した飛行日誌を備えなければ

ならない。 

  ⑴ 装備移転無人航空機の型式、製

造者及び製造番号 

  ⑵ 装備移転無人航空機の飛行に関

する次の記録 

    ア 飛行年月日 

    イ 飛行させた者の氏名及び無人

航空機操縦者技能証明書番号（航空法

第１３２条の４１に規定する無人航空

機操縦者技能証明書の公布を受けてい

る場合に限る。） 

    ウ 飛行の目的及び経路 

    エ 離陸及び着陸の場所及び時刻 

    オ 飛行させた飛行禁止空域及び

飛行の方法 

    カ 製造後の総飛行時間 

    キ 飛行の安全に影響のあった事

項の有無及びその内容 

  （略） 

第４章 技能基準 

１ 装備移転航空機（航空法第２条第

１項に規定する航空機に限る。次項に

おいて同じ。）の運航に従事する者

は、当該装備移転航空機について実施

する航空業務に必要とされる航空法第

２２条に規定する航空従事者技能証明

又は航空従事者技能証明及び計器飛行

証明に関する訓令第３条に規定する航

空従事者技能証明を有する者であるこ

と。 

 

２ 航空法第３４条第１項に規定する

計器飛行等による装備移転航空機の飛

行を行う者は、航空法第３４条に規定

する計器飛行証明を有する者又は航空



証明及び計器飛行証明に関する訓令第

７条に規定する計器飛行証明を有する

者であること。 

従事者技能証明及び計器飛行証明に関

する訓令第７条に規定する計器飛行証

明を有する者であること。 

 


